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１　はじめに

　　学生時代からの愛読書の一つは，杉田玄白著『蘭学事始』であった。その書物を読ん

で感激し励まされたのは何故かと言えば，大学に入学し“ベトナム語”に取り組みはじ

めたが当時は，きちんとした越日辞典もなく，古田元夫さんなどベトナム研究の友人か

ら，まずは神保町のタトル書店で越英辞典を買い，また，内山書店で，ときたま越漢辞

典が出回るので，それを備えるのが良い，と教わり，それらの辞典を机上に置きながら

ベトナム語の書物を読んでも，チンプンカンプンで，ため息まじりの日々を送っていた。

　　そんなときに『蘭学事始』を読んだが，杉田や前野良沢らが，『ターヘル・アナトミア』

を読もうと決意したときには，辞書もなく，日々，ため息ばかりであったことを知り，

「困難に負けてはならぬ」と思い知らされた。

　　さて，「法整備支援」が日本で開始された１９９０年代の初頭，これをだれがどのよ

うに始めたのかについて，少しは紹介しておくことが，私たちの世代の責務と考え，そ

のあたりの様子を述べることにする。

２　法整備支援が始まった頃

　　１９９２，３年の頃だったと記憶しているが，森嶌昭夫先生から「ベトナムの法整備

を支援したいので，手伝ってくれないか」というお話があった。

　　そして，森嶌先生は，企業に働きかけて基金を集め，当時ベトナム司法大臣に就任し

たばかりのロクを日本へ招へいしたり，自らもベトナムへ出かけるなど，精力的に日越

法学交流を開始した。

　　そのような活動を背景にしながら，森嶌先生は，日本政府に働きかけて，日本が「知

的支援」の一環として，ベトナムに対する法整備支援を行うことはできないかと準備活

動を行い始めた。森嶌座長のもとで私も法整備支援を準備する会合のメンバーに加えら

れ，月に二回くらい外務省の会議室で会合がもたれた。

　　外務省の経済協力局（当時）の技術協力課が担当となり，松谷浩尚さんが実質的な責

任者として活躍された。松谷さんは外務省職員でありながら，トルコ語，トルコ社会論

をはじめトルコ学の権威で，東京大学の非常勤講師をされるなど，たいへんな学者でも

あった。

　　あるとき，「松谷さんは，あんなに沢山の本をどうやって，いつ書いているのですか」

巻頭言
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と尋ねると，「土曜，日曜だけでも結構原稿が書けるものです」と言われ，頭が下がっ

た。

　　偶然にも松谷さんは，私の高校時代の同級生の多賀敏行君の叔父さんとのことであっ

た。多賀君は，大学卒業後，外務省に入り，チュニジアやラトビアの特命全権大使をつ

とめた人であるが，そんなこともあり，松谷さんとは，気安い関係となった。

　　そして，独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）からは，米山芳春さんが参加されて

いた。「粘り腰の米山さん」と私が勝手に呼んでいた米山さんが，ベトナムとの実務的

な交渉をすべて担当してくれたように思う。

　　実は，今年の２月に仕事でラオスに行き，ＪＩＣＡラオス事務所を訪問したところ，

事務所長さんが会ってくださるというので喜んでいたところ，なんと米山さんだったの

で，驚くとともに懐かしく，とてもうれしかった。２０数年ぶりの再会であった。

　　そして，法務省はと言えば，山下輝年さんが活躍された。そして，そのあと，現在は

国際協力部長である若き日の森永太郎さんは，ベトナム法整備支援が本格的に開始され

ると，法務省からのベトナムへの専門家として数年にわたり，ハノイに滞在し，ベトナ

ムの法整備のために尽力されたが，特筆すべきは，通常の業務以外に，言わば「手弁当」

で，ハノイ大学法学部で講義をされるなど，ベトナムの法学教育支援にも積極的に参加

された。

　　後に，２０００年代になると名古屋大学は「法政国際教育協力研究センター（ＣＡＬ

Ｅ）」を設立し，さらに，ベトナムのハノイ法科大学などに「日本法教育研究センター」

を設立し，日本語による日本法教育を開始したが，そのとき私の頭の中にイメージとし

てあったのは，森永さんのハノイ大学での教育経験であった。

　　また，日本弁護士連合会からは，上柳敏郎さんや矢吹公敏さんが熱心に参加していた。

　　そして，時代は前後するが，法整備支援の準備会合は回数を積み重ね，ついに，１９

９６年１２月に，日本のＪＩＣＡとベトナムの司法省との間で，法整備支援に関する

Ｒ／Ｄ（Record of Discussions）が締結されることとなり，森嶌先生とロク司法大臣によ

り調印された。

１９９９年６月１８日　　　　　　　　　　　　　

ロク司法大臣（当時）記念講演（名古屋大学にて）
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　　「事始め」ということなので，ベトナム側の動きというか担当者についても簡単にふ

れておきたい。

　　先述のＲ／Ｄに至る交渉をベトナム側で主導したのは，ロク司法大臣の信任が厚かっ

たクォン司法省国際協力局長であった。クォンは，その後，司法大臣になった。

　　そしてクォンの下で，日本側から「タフ・ネゴシエイター」と呼ばれたのが，当時国

際協力局のスタッフで３０歳を過ぎたばかりのロンであった。

　　ロンは，ロシア語，英語もすこぶる堪能で頭の切れ味もすばらしく，交渉相手として

誠によく出来た人物であった。

　　ベトナムのドイモイ（刷新）以前の時代，ベトナム・ハノイの司法省には，ソ連から

の法律顧問団が常駐しており，たとえば１９８０年に制定された憲法などは，ソ連の

１９７７年憲法からの多大な影響を受けており，他国による法や司法分野の支援は経験

していたものの，やはり，日本からの法整備支援を受け入れるにあたっては，ベトナム

司法省側もかなり神経質になっていたと想像する。

　　その意味で，あれこれの議論はあったものの，座長の森嶌先生の発案で，日本の法整

備支援の当初においては「民商事法支援」が掲げられ，ベトナム側の受け入れの警戒心

を薄めるのに寄与したともいえよう。

　　このロンであるが，日本の法整備支援が軌道に乗ると，法整備支援で知り合ったこと

もあり，名古屋大学大学院法学研究科博士課程（後期）に，ＪＩＣＡ研修生という身分

での留学生として派遣され，数年間勉強し，見事に博士学位を取得し帰国した。

　　ロンは，数年前に，クォンの後任として司法大臣に抜てきされ，今春，ようやく来日

を果たし，法務省を訪問した。

　　丁度，名古屋では満開の桜の季節であり，ロンの大臣就任を名古屋大学法学部同窓会

で祝うことができ，私としては大きな感慨があった。

２０１９年４月５日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

前列中央ロン司法大臣，右隣大村秀章知事（愛知県公館にて）
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３　日本法教育研究センター・コンソーシアム

　　日本法教育研究センター・コンソーシアムは，設立から今年で３年目を迎え，６月に

は，第３回年次総会も開催した。少しずつ会員数も増え，最近では，協賛会員に中部圏

の企業が増え始めた。アジア地域への進出，外国人人材の採用などを求める企業も増え

ており，日本語が堪能で日本法・現地法に精通した人材，名古屋大学がアジア各国で有

する各国政府関係者・弁護士などの信頼できるネットワーク，各国の法律情報などへの

期待が高まっている。

　　そして，２０１９年７月１５日現在の会員数は，団体正会員１８団体，個人正会員

３８名，団体協賛会員２１団体などとなっている。

　　「団体正会員１８団体」というのが，大学会員であり，いまのところ，以下の大学が

加盟している。

　　名古屋大学大学院法学研究科，名古屋大学法政国際教育協力研究センター，神戸大学

大学院国際協力研究科，九州大学大学院法学研究院，大阪大学法学部，早稲田大学法学

学術院，慶應義塾大学大学院法務研究科，一橋大学大学院法学研究科，関西大学法学部，

朝日大学法学部，立命館大学法学部，名古屋経済大学，広島大学大学院法務研究科，金

沢大学人間社会学域法学類，西南学院大学法学部，北海道大学大学院法学研究科，同志

社大学大学院司法研究科，関西大学政策創造学部・大学院ガバナンス研究科

　　また，オブザーバー団体として，法務省法務総合研究所国際協力部，日本弁護士連合

会，独立行政法人国際協力機構，公益財団法人国際民商事法センターが加わり，顧問に

は，森嶌先生，会長には鮎京，事務局長には小畑郁教授が就任している。

４　おわりに

　　日本法教育研究センター・コンソーシアムは，元々は名古屋大学がアジア各国に設立

した日本法教育研究センターで学んだ優秀な学生たちが，さらに日本に留学して学んで

いく場を，従来のように名古屋大学だけではなく，全国の大学や法学部などがオールジャ

パンで受け入れる仕組み作りを目的として設立され，途上国から派遣された留学生が，

「法の学識者」として成長し，将来，各々の国の法に携わる専門家となることを期待し

て組織されたものである。

　　同時にまた，このコンソーシアムの活動領域を徐々に拡げ，法律学において一つの議

論の焦点となっている「グローバル化をめぐる法の問題」を議論できるプラットフォー

ムとなることも期待されている。

　　すでに，日本学術会議法学委員会「グローバル化と法」分科会は，中谷和弘・高山佳

奈子・阿部克則編著『グローバル化と法の諸課題―グローバル法学のすすめ』（東信堂，

２０１９年７月）を出版し，私も「『法を比較する』とはどういうことか」という一文

を寄せているが，日本政府による法整備支援の開始から２５年―四半世紀―経ったいま，

学者だけではなく法実務家が懸命に取り組み，かかわってきた，法整備支援の経験から，

日本の法学の発展に寄与しうる理論と実務の提言を行うことが時代の要請になっている。
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　　コンソーシアムを通じて，そんなあれこれの日本法学の未来を語ることができれば，

と願っている。
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【第４部プレゼンテーション（中島朋子弁護士）の様子（大阪会場）】

　　　　ミャンマーの法整備支援の特徴は，スピード重視にあるということでした。ミャ

ンマーでは経済発展の成長スピードが速く，それに沿った法整備が求められ，教科

書やガイドラインの策定，調停制度の導入等，短期間で成果を上げられる活動に集

中して支援をされていたとのことでした。

　　　　中島弁護士は，日本側にミャンマーのファンを増やすことも意識されていたそう

です。日本からの訪問者に対して，訪問先をセッティングしたり，中島弁護士自身

がメディアに出るなどして，ミャンマーに対する法整備支援をアピールすることも

あったそうです。

　　　　そのほか，中島弁護士は，現地の方からミャンマー名を名付けてもらったり，ミャ

ンマーのお寺の参拝や観光をするなどして，積極的に現地の方々と交流されたそう

です。

　　　　最後に，中島弁護士は，ミャンマーでの経験を振り返り，「レールがないところ

にレールを敷くような仕事。何が必要で何が問題かを発見し，考える。一から作っ

ていく作業であり，とても楽しい。」と話し，法整備支援の魅力を語ってください

ました。

　　　　その上で，中島弁護士からのアドバイスとして，法整備支援を行うに当たって

は，相手国の法制度や文化に対する理解と尊重が必須であること，日本の法制度を

理解することも大前提であること，自身で分からないことについては，日本側に質

問することのできるネットワーク作りが重要となることなどが伝えられました。

　　⑵　齋藤友理香さんからのアドバイス

　　　　齋藤さんは，２０１６年にＪＩＣＡに入構され，現在，ベトナムとネパールの案

件形成等を担当されています。

　　　　齋藤さんは，これまで法律を専門に勉強されたことはないとのことでした。そこ

で，齋藤さんは，法律を専門としていなくとも，国際協力に携わることができるこ

とを伝えたいというお気持ちから，国際協力の多様な関わり方についてお話しくだ
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さいました。

　　　　まず，齋藤さんが国際協力に関わることとなったルーツから，お話しいただきま

した。

　　　　齋藤さんは，今でこそ国際協力の最前線で様々な重要案件を扱っておられますが，

実は，大学に入るまで国際協力には全く興味がなかったそうです。ところが，大学

時代に，交換留学でアメリカへ渡り，そこで知り合った友人たちから，親や祖父母

が難民だったことの話を聞き，テレビ等のメディアでしか知らなかった難民の問題

を，身近に感じるようになったとのことでした。そして，次第に，難民の人々が，

友人たちのように経済的に自立し，その子どもの世代まで生活することのできる十

分な環境を作りたい，と強く思うようになり，国際協力に興味を持つこととなった

そうです。

　　　　齋藤さんは，大学を卒業後，移民学を学ぶため大学院へ進学しますが，すぐには

進学せず，約１年もの間，難民を支援するＮＰＯで長期のインターンシップに参加

したり，政府のプログラムでカンボジアへ派遣されるなど，国際協力の現場をご自

身の目で確かめようとされました。

　　　　その結果，齋藤さんは，制度自体にアプローチをしなければ，難民等の問題に対

する根本的な解決にならないと感じ，ガバナンス支援等を行っているＪＩＣＡに入

構されたとのことでした。

【第４部プレゼンテーション（齋藤友理香氏）の様子（東京会場）】

　　　　齋藤さんは，法整備支援には多様なアクターが関わっていると指摘した上で，各

関係機関と連携しながら法整備支援の案件を形成していること，また，案件形成に

おいては，現場のニーズと日本政府の方針を基に，より広い視点から，適切な方向

に案件を導いていくことを意識されているとのことでした。

　　　　また，齋藤さんは，日本と世界のつながりを感じることが国際協力の魅力の１つ

だと話してくれました。途上国の声に耳を傾け，その真意を理解しようと努めれば，

日本の常識が世界の常識ではないことに気づくなどして，価値観が豊かになるのだ
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そうです。

　　　　他方で，齋藤さんは，途上国の声という問題点についても指摘されました。その

声は省庁の人々だったり，あるいは裁判官，検察官，弁護士等一部の声かもしれず，

すべての人の声を反映しているわけではないこと，そのことは結局，小さな村の人々

に支援が届いているのかという問題につながり，法整備支援の難しさを感じている

と，率直なお気持ちを語ってくださいました。

　　　　最後に，齋藤さんが強調されたことは，多様な法整備支援の関わり方でした。法

整備支援はＯＤＡだけで成り立っているわけではないこと，民間からの資金フロー

も増えていること，大学独自の協力もあることなど，様々なアクターが支援に協力

していることに触れ，ＪＩＣＡを通じた支援に限らず，いろいろな関わり方がある

ことを感じてもらいたい，と会場の皆さんにメッセージを送ってくださいました。

　　　　そして，齋藤さんは，このようなアクターの多様化が，今後の国際協力の難しさ

を解決する鍵となるのではないかと，ご自身のお考えを示されました。

　　　　齋藤さんは，コレクティブインパクト，という言葉を紹介し，セクターを超えて，

多様なアクターがそれぞれのレベルで途上国の声を聞きながら取組みを行っていく

ことが，全体として，途上国の問題解決に向かうのではないかと考えているそうで

す。

　　　　齋藤さんは，お話の締めくくりとして，会場の皆さんに対し，自分に一番合った

国際協力とは何かを考えてもらえたら良いのではないか，と問いかけるようにして

アドバイスをしてくださいました。

　　　　その中で特に強調されたことは，どれか一つの立場が正解ではなく，これだと決

めた関わり方以外にも，面白い関わり方をしている人はたくさんいること，そのよ

うな人たちから話を聞くなどしてアイディアをもらえば，そこからイノベーション

も生まれてくるのではないか，ということでした。

　　　　齋藤さんからのこのようなメッセージは，会場の皆さんにとって大きな刺激とな

り，法整備支援の関わり方を具体的に考えるきっかけとなったのではないかと思い

ます。

　６　全体質疑応答

　　　登壇者の方々のお話が一通り終わった後には，全体質疑応答の時間が設けられ，会

場の皆さんから多くの質問が寄せられました。法整備支援を通じて日本が学んだこと

は何か，それをどのようにして伝えているのか，といった質問や，支援の中で現地の

人々と理解が進まなかった具体的なエピソードに関する質問，行為規範として法があ

ることの意味を再確認する質問，更には言語の問題についてなど，奥の深い質問が多

かったように思います。各登壇者の皆様には，各質問に対し，丁寧にお答えいただき，

大変充実したやり取りとなりました。

　　　時間の制約の関係で，すべての方の質問をお受けすることができず，後日メールで

も質問を受け付けたところ，少なくない数の質問をいただきました。こちらの対応に
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ついても，登壇者の先生方に丁寧なご回答をしていただきました。

　　　改めて，参加者の方々の関心の高さを感じた次第です。

　７　告知関係

　　⑴　連携企画

　　　　今後開催が予定されている連携企画の告知が行われました。

　　　　連携企画の第２弾は，２０１９年８月２６日，２７日に，名古屋大学大学院法学

研究科等が主催で開催する「サマースクール」です。ＣＡＬＥの佐藤史人教授，傘

谷祐之特任講師より，ハンガリーを例とした「体制移行国における民主化と逆行」，

カンボジアやベトナム，インドネシアを題材とした「法整備支援対象国における立

法とガバナンス」等の講義に加え，法整備支援対象国の学生との対話・全体討論を

実施する旨ご紹介いただきました。

　　　　第３弾は，同年１２月７日に慶應義塾大学法務研究科主催で開催される「法整備

支援シンポジウム」です。慶應義塾大学の松尾弘教授より，連携企画の総まとめと

してのイベントで，テーマは「持続可能な開発目標と法整備支援」であるとご紹介

いただきました。

　　　　法整備支援について，より理解を深めていただけると思いますので，ぜひ，これ

らの企画にも足を運んでいただければと思います。

　　⑵　コングレス・ユースフォーラム

　　　　法務省大臣官房国際課の福島崇之課付2から，コングレス・ユースフォーラムに

ついての告知もなされました。

　　　　コングレスとは，５年に１度開かれる犯罪防止と刑事司法に関する国連最大規模

の会議であり，２０２０年４月２０日から２７日にかけて，京都で開催されます。

この京都コングレスと関連して開催されるのがユースフォーラムであり，世界の高

校生・大学生等の若者たちが，コングレスの議題に関連したテーマについて議論を

行います。

　　　　ユースフォーラムは，２０２０年４月１３日から１５日までの３日間，国立京都

国際会館で，「安心・安全な社会の実現へ～ＳＤＧｓの達成に向けた私たちの取組～」

を全体テーマとして開催されます。

　　　　こちらにもぜひご参加いただき，世界の若者達とのディスカッションや国連職員・

専門家の講演等を通じて，将来につながるチャンスをつかんでいただければと思い

ます。

　８　閉会挨拶

　　　本シンポジウムは，共催いただいたＩＣＣＬＣの大野恒太郎理事長の閉会挨拶で幕

を閉じました。大野理事長からは，本シンポジウムを通じて法整備支援という仕事の

やりがいを感じてもらい，積極的に法整備支援にチャレンジしてもらいたいと，会場

2 本シンポジウム当時の役職であり，本年８月５日付けで，東南アジア諸国連合日本政府代表部一等
書記官に就任されました。
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の皆様にエールを送っていただきました。

第４　おわりに

　　おかげさまで，本シンポジウムは，１３４名もの方々にご参加いただき，盛況のうち

に幕を閉じました。

　　本シンポジウムでは，法整備支援のキャリアパスという点に焦点を当てましたが，齋

藤さんのお話にもあったとおり，そのキャリアパスが１つではなく，多様な関わり方が

できるということを実感できるものだったのではないかと思います。

　　検事や弁護士が法整備支援に携わる際のキャリアとしては，ＪＩＣＡ長期専門家とし

て各国に赴任することが多く，それが１つのモデルとなっていることは事実です。しか

し，本シンポジウムに参加された皆さまがお気づきのとおり，冒頭挨拶でお話しいただ

いた飯島弁護士から始まり，石岡弁護士，中島弁護士，ＪＩＣＡの齋藤さん等，１人と

して同じキャリアを歩んだ方はいらっしゃいませんでした。まさに，各々のご興味・ご

関心にしたがってご自身の強みを身につけ，チャンスをつかんで来られたのだと思いま

した。そのためには，齋藤さんのお話にもあったとおり，いろいろな人と関わりを持ち，

自分自身で法整備支援の問題について考えていくことが重要であり，それによって，自

身のキャリアを切り開いていけるのだと感じています。

　　今回のシンポジウムが，ご参加いただいた皆様にとって，この分野への興味関心を強

めていただくきっかけとなり，またご自身のキャリア形成を考える際の一助となれば幸

いです。

　　最後になりましたが，お忙しい中，ご登壇をご快諾いただきました登壇者の皆様，法

整備支援の意義や本シンポジウムの趣旨をご理解いただき，共催，後援をいただきまし

た皆様，そして，広報活動にご協力いただきました各大学，法科大学院，弁護士会等の

皆様には，この場を借りて厚く御礼申し上げます。

　　ありがとうございました。
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【海外出張】

東ティモール矯正領域における活動について

国連アジア極東犯罪防止研修所教官　

山　本　麻　奈

　「刑務所に勤務する刑務官は，罪を犯した人たちを人としてどう扱って，その人たちの

気持ち，精神，行動をどうやって変え，社会へ送り返すかということに対峙し，社会へ送

り返す前に受刑者一人一人が社会に出ても自分は大丈夫だと強く信じられる状態に持って

いかなければならない。そこには非常に難しい試練がたくさんあると思う。この研修を通

して，実務に生かせる何らかの知恵・知識・経験の交流，人的交流に役立て，この難しい

職場において働いている一人一人が新しい精神を生み出し，その一致の中に，どのような

ことができるかを考えるきっかけとなればと思っている。なぜならば，我々がそのような

ことを思うことが，受刑者の新しい精神を生むことになるし，新しい結束を生むことにな

ると信じているからである。」

　これは，後述する，本年７月１６日から１９日まで東ティモールの首都ディリで実施さ

れた研修における同国の司法大臣（Dr. Manuel Cárceres da Costa）による開会の辞の一部で

ある。国連アジア極東犯罪防止研修所（以下「ＵＮＡＦＥＩ」）では，まさにこのような

理念の下，２０１８年度より，既に同国において法制度整備支援を実施していたＩＣＤに

合流する形で，矯正領域での活動を開始した。同領域に対するＵＮＡＦＥＩの活動の歴史

はまだ浅く，同国の矯正の制度・実情に関する情報についてはいまだ不確かで不十分であ

るし，これまで実施した研修の回数も少ないが，同国の矯正領域に係る情報は世界的に見

ても蓄積が少ないため，本稿において，これまで収集・獲得した情報をまとめるとともに，

研修を通して浮き彫りとなった論点等を整理し，今後の資料とすることとしたい。

　なお，本稿における意見の部分は全て筆者の私見である。

１　東ティモールの法制度の現状

　　東ティモールは，２００２年の独立後，諸外国（旧宗主国であるポルトガル等），国

際機関（国連東ティモール統合ミッション（ＵＮＭＩＴ），国連開発計画（ＵＮＤＰ）等）

等の支援を受けながら国づくりを進めており，現在，「東ティモール司法分野戦略計画

２０１１－２０３０」（以下「戦略計画」）等に基づき，法及び司法制度の整備，人材の

育成等に取り組んでいる。戦略計画は，制度開発，法的枠組み及び改革，人材育成，基

盤及び情報技術並びに司法アクセスの５つの分野について，分析の上，構想，目標，実

施戦略，評価指標等を定める。しかしながら，いまだ制度の基盤，人材，情報，経験等

が不足しており，外国人アドバイザーの関与による立法作業，外国人専門家の講義によ

る法曹養成，諸外国及び国際機関の支援を受けた訴訟手続等，諸外国，国際機関等によ

る支援に法及び司法制度の整備，人材の育成等の大部分を委ねている状況にある。
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２　我が国による法制度整備支援

　　２００８年から，調査を開始し，東ティモール政府からの要請に基づき，２００９年

以降，法案起草能力強化を上位目標とした個別法の起草を題材とした支援を実施してい

る。具体的な経緯は，次のとおりである（ＩＣＤまとめ）。

　　＊２００９年～２０１０年　本邦研修（法令・条例制定過程等，麻薬取締法，逃亡犯

罪人引渡法，調停法等）（ＪＩＣＡ）

　　＊２０１１年～２０１２年　現地調査・現地セミナー・共同法制研究（逃亡犯罪人引

渡法，調停法・仲裁法，麻薬取締法，法案起草等）（法務省）

　　＊２０１３年～２０１４年　現地調査・現地セミナー（調停法等）（ＪＩＣＡ法制度

アドバイザー）

　　＊２０１４年～　現地調査・現地セミナー・共同法制研究（調停法・ＡＤＲ，国際法・

国際経済法，少年法等，婚姻・家族関係法，国籍法，市民登録法，土地関連法等）（法

務省）

　　これに加え，冒頭に述べたとおり，２０１８年度以降，新たに矯正領域での活動を開

始した。

３　矯正領域での活動の経緯

　　ＵＮＡＦＥＩにおいて２０１７年８月から９月までの間実施された第１６７回国際研

修「組織犯罪メンバー及びテロリストの更生及び社会復帰」1に，東ティモール司法省矯

正・社会復帰局（以下「矯正・社会復帰局」）の局長が参加した。その際，同局長から，

東ティモールにおいては，３つしか刑務所がなく，性別などおおまかなもの以外の分類

の枠組みもなく，同研修で獲得した共通認識である，組織犯罪メンバー及びテロリスト

に限らず，受刑者全般において個人の問題性の内容や程度を適切に査定し，それに応じ

た分類を行って施設や区画を分け，適当なプログラムを実施することが困難であるとの

発言があり，我が国に対し，東ティモールの現状を見てもらって助言等をもらいたい旨

の要望があったため，現地調査を開始した経緯がある2。筆者は２０１８年３月，７月及

び１１月にそれぞれ刑務所（３か所全て）を訪問するとともに，同年１１月には，矯正・

社会復帰局職員及び刑務官計３０名を対象にセミナーを実施し，同国の刑務所の現状を

把握するとともにニーズを探索した。そして，２０１９年度，外務省が国連薬物・犯罪

1 本国際研修の概要については，https://www.unafei.or.jp/activities/pdf/kensyu/No167_Ontline_J.pdf をご参
照いただきたい。なお，それ以外の情報についても「国際研修と国際高官セミナー」のページ https://
www.unafei.or.jp/activities/katsudo_1.html から，第１６７回国際研修をご覧いただくこともできる。
2 国際研修を実施していると，個別にこうした要望を訴えてくる国は少なくない。この時，実際の現
地調査に踏み切った経緯には，一つは同局長の姿勢（国際研修期間中，言語の障壁のある中で自分な
りに消化し，一つでも多くのことを自国に持って帰りその適用まで具体的に考えながら受講していた
こと，またその方向性がかなり的を射ていたこと）に筆者が感銘を受けたことと，もう一つは同研修
時にＵＮＡＦＥＩの次長であったのが現ＩＣＤの森永太郎部長であり（ＩＣＤ部長着任は２０１７年
１０月），２００９年に同国の支援を始めた当事者であったことから，同国での活動について相談に乗っ
ていただいたということがある。
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事務所（ＵＮＯＤＣ）バンコク事務所へ拠出した資金を活用して実施する刑務所改革支

援プロジェクトについて，ＵＮＡＦＥＩがＵＮＯＤＣと共同して実施することとなった

ため，その対象国の一つとして，東ティモールを選定した。ＵＮＯＤＣとの共同プロジェ

クトの詳細については，下記５に述べる。

４　東ティモールの矯正の現状

　　次に上記の調査や，これまで実施した２回の研修（２０１８年１１月及び２０１９年

７月）を通して筆者が把握した情報をまとめる。ただし，口頭で説明を受けたものがほ

とんどであり，説明者も複数いることから，その情報の正確性については現時点で保障

できるものではないことをあらかじめお断りしておく。

　　現在，刑務所はベコラ，グレノ及びスアイの３か所にある。被収容者（未決拘禁者及

び受刑者）をどこに収容するかという刑務所の分類は管轄する裁判所の区分に対応して

自動的に分けられる（ただし，バウカウには刑務所がかつてあったが現在はないので当

該区分の者はベコラに収容される）。首都ディリにあるベコラ刑務所は定員２５０名の

ところ６００名近くが収容されており（２０１８年１１月現在），これまで長く過剰収

容状態が続いていたため，スアイに刑務所を新たに設置（１９９０年代後半のインドネ

シア統治時代に建築されたものを改築）し，２０１７年５月から収容を開始したところ

である。

　　ベコラには１６歳から２１歳の若年の被収容者も収容しており（若年犯罪者専用の施

設を設置するべく２０１４年に設計図を作成し見積もりを取ったが予算が取れなかっ

た），グレノには女性の被収容者も収容していて（グレノはもともと女性専用であった

がベコラの過剰収容を受けて男性も収容している），いずれもその他の被収容者と区画

を分けて収容している状態である。戦略計画では，若年犯罪者・女性犯罪専用の刑務所

がそれぞれ作られるべきと定められているが新しい建物を作る予算を獲得できていな

い。また，刑務所において未決拘禁者と受刑者は分離して収容できていない。

　　新たに収容が開始されたスアイは外壁がないなどセキュリティ面で不安要素が多いた

め，当面は逃走などのリスクの低い行状の良い４０名をベコラ刑務所の受刑者（スアイ

の管轄の県の出身者）から選抜して収容している。今後収容人数を増やす予定であるが

セキュリティの強化のほか冷蔵庫や部屋が足りないという物理的な制約を解決しないと

実現は難しい。

　　更生プログラムは基本的に外部の関係機関（他の省，ＮＧＯなど）により実施されて

おり，ベコラは首都にあることもあり外部の関係機関が多数入っており，プログラムが

多く実施されているほか，刑務作業（木工や洋裁。ただし，工具は独立直後に国際機関

から支援を受けたものであり，壊れているか壊れかけである）も活発である。また，グ

レノでは，れんが造りや街中の交番やメルカト（市場）の建築などの作業を行っている。

一方，スアイにはプログラムも刑務作業もなく，日中何もやることがないので，所内の

掃除や畑仕事をさせているしかない状況にある。
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　　入所時にアセスメントを行い，犯罪歴や生活歴，病歴や家族の情報を入力する被収容

者データベース（以下「ＤＢ」）も存在する（２０１０年に Justice Facility Australia の

援助で作った）。ＤＢは中央省庁において管理されるためインターネットにつながって

いる必要があるが，各刑務所はパソコンが足りない，インターネットに接続されていな

いなどの問題があって，十分機能しているとは言いがたい。また，アセスメントは入所

時に実施して以降は再評価されることはない（法律上はやることになっている）。細か

くアセスメントしたとしてもそれが分類につながっているわけではない。分類できる物

理的環境（居室やそれを括っているブロック）が足りないので，収容された年数や罪種

などで大きく分けている。

　　受刑者の制服は予算の問題から支給されていないが，職員についても２０１０年以降

の採用の者には予算の問題から制服が支給されていない。スアイでは収容開始後，３４

名の新人刑務官を採用し，ＯＪＴで育てているところである。心理士は矯正・社会復帰

局全体に１名しかいない（基本的にベコラに駐在していることが多く，早期釈放につい

ての面接・審査などを行っている）。

　　２０１４年に，日本の刑事施設収容法に相当する法律が制定されており，内容は被拘

禁者処遇最低基準規則（マンデラ・ルールズ）を踏まえた適正なものとなっているが，

制度・運用上実現できていない部分が多い（職員は同法を認識しているしマンデラ・ルー

ルズについて理解する研修を受ける機会があったようで一応内容は周知されている）。

同法には仮釈放や保護観察も制度として想定されているがこれらの運用は不十分である

（行状の良い者は減刑され，最大で刑期の半分になる。刑務所から申請し，裁判所の決

定による。）。

　　なお，社会連帯省（社会的弱者（高齢者や障害者など）の保護とサポート（食糧，医

療など）を主に行う機関。刑務所に対しては，職員の研修，被収容者の処遇への関与・

出所時のサポートなどを行っている）や，ＮＧＯのＰＲＡＤＥＴ（２００４年から刑務

所プログラムとして，若年（１８歳から２５歳）と女性を対象にカウンセリングを行う

などしている）などという外部関係機関からサポートを受けている。

５　ＵＮＯＤＣとの共同プロジェクト

　⑴　概要

　　　２０１９年度の本プロジェクトとしては，全２回の研修をディリにおいて実施する

こととなっている。本年７月１６日から１９日までの４日間，初回に当たる研修を実

施し，犯罪者処遇に関わる職員（司法省矯正・社会復帰局職員，刑務所長及び刑務官）
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約３０名が参加した3。本プロジェクトを通じて，同国の刑務所で使用されているアセ

スメント・フォーマットを改善するとともに刑務官のアセスメント能力を向上するこ

とを目指しており，本研修においては筆者から，「アセスメントと分類（保安の観点

を含む）」，「多機関連携」及び「更生に資するトリートメント」について講義を行い

ながら，同国の現状把握も行った。期間を通して，今後の同局への協力体制の強化を

目指し，上記ＮＧＯのＰＲＡＤＥＴの所長にもオブザーバーとして参加していただい

た。

　　　全４日間の後半２日間は，①上級幹部（矯正・社会復帰局長及び部長など並びに刑

務所長），②それ以外の同局職員及び刑務官の２つに別れ，①ではリーダーシップの

在り方について，海外の取組を交えながら外部講師（ポルトガルの元矯正局長セルソ・

マナタ氏及びＩＣＤ森永太郎部長）と意見交換を行い，②では参加者を３グループに

分け，グループワークを実施し，講義を踏まえ，同国の文化や制度に沿ったアセスメ

ント・フォーマットの改善案，アセスメント能力向上のための方策について検討を行っ

た後，全員で今後の活動について議論した。

　　　今後，来年２月にディリにおいて，今回と同じ参加者を対象にアセスメント・フォー

マットの改善作業及び同フォーマットを用いた効果的な面接の訓練をテーマとしたセ

ミナーを実施する予定である。

　⑵　所感

　　　今回の研修では，初日のオープニング時に司法大臣が参列し，自らの言葉で開会の

挨拶を行った。その際の一部が，冒頭の言葉である。「私は，司法大臣として，刑務

官がどのような状況に置かれているか，その職務の難しさを日々理解しようと心がけ

ている。なぜならば，あなたたちは，罪を犯した人，違法行為をした人たちの処遇を

している。社会にいる人と対峙するのでなく，社会において何らかの違法行為を行っ

た人たちと対峙をしているからである。そのような人たちと毎日会い，しかも，ただ

会うだけではなく，その人たちを刑期の中でどのようにして精神的に，あるいは行動

や習慣を変えていくかを考え，尽力している。その難しさに思いを致せば，皆様に敬

意を表さざるを得ない。」という労いから始まり，刑務所の運営に係る特別法の立法

化の検討や，ロジスティカルな面の不備の解消策への言及（制服，護送車，食糧・ガ

ス供給の問題など）など，運用における具体的な不備を認識した上でそれに対する解

消を図る意識があると明言していた。そしてその挨拶は「私は頻繁には刑務所には行

けないが，皆さんと同じように自分の置かれた立場で仕事をし，皆さんに寄り添って

いくつもりである。」との言葉で締められた。筆者は矯正職員として，どの国でも刑

3 ＵＮＯＤＣのホームページに記事が掲載されている。
https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2019/07/prison-assessment-systems/story.html
また，本研修について，東ティモールの国営放送（ＧＭＮ ＴＶ）において放映された。
https://www.youtube.com/watch?v=TlDyaGq4jJ8&feature=player_embedded&app=desktop（３４分３５秒から）
（２０１９年８月１０日現在）
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務所というのは文字通り社会との間に壁があり，日の目を見にくい領域であると感じ

ている。刑務官の日々の努力というのも，「犯罪者は塀の中に閉じ込めておけばいい」

となりがちな世論の中ではなかなか一般市民に理解されにくい。そのような中で，大

臣のこのような言葉は参加者にとってどれだけ励みになったかは，想像に難くないし，

物理的な問題解消には時間がかかったとしても，リーダーのこうしたメッセージは職

員の士気の維持には十分機能すると感じられた。

　　　研修を通して，参加者からは実務的な観点からの質問が途切れず，その内容も，国

際準則を念頭におき，的を射たものばかりで，いかにして「明日からの業務に反映す

るか」という観点から投げ掛けられるものであった。良いと思った取組や理論を，自

分たちの文脈に落とし込んで咀しゃくし，現実的・着実な姿勢で改善を図ろうとする

姿勢には，毎度感嘆の息が漏れる。上記に述べた，本年度の目標であるアセスメント・

フォーマットの改善についても，日本側からの支援は必要であるが，自分たちが使用

するものであり，素案は自分たちで考えるべきものであるとの主体性を示すところに，

独立を勝ち取り，新しい国を自分たちで築き上げて行こうとするたくましい気概を感

じる。

　　　加えて，筆者が最も感心するのは，司法大臣の言葉にもあるとおり，矯正において，

犯罪者を「人として」扱い，罰するばかりではなく改善更生の視点をもって対峙する

という基本理念が現場の刑務官にもしっかりと浸透しているという点である。犯罪者

処遇の領域では，先進国の研究・実践において，処罰だけでは再犯防止に効果がなく，

改善更生のための介入が必要であり，その介入においては「リスク・ニーズ・反応性

の原則4」に従い，犯罪行為に結び付いている問題点に直接焦点を当てる必要があると

されている。近年は，これに加えて，対象者のもつ動機と，人的資本（個人の内部に

あるもの）及び社会的資本（個人を取り巻く人間関係など）という「長所に焦点を当

てる」アプローチも重要であると言われてきている。そのためには，改善更生を支持

するような風土を刑務所に醸成する必要があるし，それを運用する職員は，対象者を

人として，敬意をもって接する必要があるとされている5。こうした知見があるという

ことについては認識していないようであったが，それらを自然に実行しているという

ことに感激を覚えるのである。

4 リスク（Risk）原則とは，処遇密度を犯罪者の再犯リスクに合わせること，ニーズ（Needs）原則とは，
犯罪誘発要因（criminogenic needs）について評価を行い当該要因に的を絞って働きかけを行うこと，反
応性（Responsivity）原則とは，犯罪者が社会復帰支援のための処遇を受ける際の学習効果を最大化す
るもの。それは認知行動療法（cognitive behavioral therapy）の実施及び犯罪者の学習スタイル・動機付け・
能力・長所（strengths）に応じた処遇の実施によって具体化される。（Andrews, D.A., Bonta, J., & Hoge, R.D. 
（１９９０）. Classification for effective rehabilitation: Rediscovering psychology. Criminal Justice and Behavior, 
１７, １９-５２.）
5 ２０２０年４月に開催される京都コングレスにおいては，ＵＮＡＦＥＩはワークショップ２「Reducing 
reoffending: identifying risks and developing solutions（再犯防止：リスクの特定とその解決策）」の企画・
運営を担当しており，まさにこのような内容を扱う。もう少し詳細な内容は「刑政１０月号」に
「２０２０京都コングレスワークショップ：国連アジア極東犯罪防止研修所の取組」として掲載予定
であるので，是非ご覧いただきたい。

ICD NEWS　第80号（2019.9） 223

ICD80G-10.indd   223 2019/09/04   14:35:04



（集合写真）

（司法大臣開会の辞）

（筆者講義） （森永部長講義）
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６　まとめ

　　特定の国を対象とした二国間支援については，可能な限り，相手国の制度や状況を正

確に理解し，カウンターパートの様々な側面のレベルやニーズを客観的に把握するとと

もに，その背景にある文化や風土，国民性に対する理解も深めながら，時には主観的な

寄り添いも必要であると感じられ，一方で関わりが深くなると見えなくなるものも生じ

てくるとのおそれもあり，関わる立場として，何に・どの程度・どのような方法で関与

するのが適切か，非常に頭を悩ませる日々である。無論，すぐに「結果」が出るような

性質のものでもなく，それが相手国にとって様々な意味で「適切なもの」との確信を持

てない状況においても手探りで進むしかない。時に相手の提示してくるニーズとこちら

の見立てがかみ合わないことがあるかもしれないし，かといって一方的にこちらから提

示すべきものでもない。しかし，「支援」という枠組みで何らかの活動を行う以上，こ

ちらから何らかの導きを与えることは重要であり，その姿勢についてはそれこそ何が「正

解」なのか，対象国ごとに煩悶する。矯正職員としての筆者は思うに，これは犯罪者処

遇にも通じるものであり，犯罪者処遇においては，必ずしも対象者自身の中にこうして

ほしい，こうしたいという要望があるわけではなく，かつ，何をどうしたら対象者が改

善更生するかという明確な正解があるわけではなく，さらに，結果的に再犯しなかった

としてもそれには何が効を奏したかは分からず，そうした意味で「見返り」があるわけ

でもない。しかし，社会的・倫理的な目標に向かって相手の改善に資するためには，焦

らず，おごらず，冷静に，しかし親身に寄り添って行く姿勢が重要なのだろうと感じ，

その点が共通すると思えるのである。

　　また，「支援」という枠組みではあるが，調査や研修の際に，日本の制度や運用を紹

介し，それについての質問やその質問の意図の説明を受けながら，改めて日本の矯正職

員として襟を正す機会となり，日本の運用の改善に参考になることを学ぶことがたくさ

んある。そうした点で，東ティモールの矯正職員は，「人（刑務官）が人（犯罪者）を

変えていく」という純粋な理念を持ち，人的・物的体制の非常に厳しい不便な現状に決

して腐ることなく，いかにして自分たちの手で理念を実現できるか，そのための知恵を

ひとつでも多く手にしたいという高い士気を持っていると感じ，彼らと会うたびに，一

矯正職員として心が洗われるような気分になる。

　　本稿で述べたとおり，東ティモールにおける矯正分野での活動は緒に就いたばかりで

あるし，言語の壁もあり6，活動が発展することは一朝一夕ではないが，ＩＣＤの活動の

ように切れ目のない関係を続けていくことが目下一番の目標である。

6 公用語はテトゥン語。通訳を務めてくださる方に，文脈の理解から非常に助けていただいている。
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【国際研修・共同研究】

ラオス本邦研修「刑事訴訟法における証拠法研究」

国際協力部教官　

小　島　麻友子

第１　はじめに

　　法務省法務総合研究所（以下，「法務総合研究所」という。）は，２０１９年年５月１

９日から同年６月１日までの間（移動日を含む。），ラオス国立大学法政治学部刑事法学

科学科長である Sengthavy INTHAVONG 教授ら２１名1を対象に，本邦研修「刑事訴訟

法における証拠法研究」を実施した。

　　この研修は，独立行政法人国際協力機構（以下，「ＪＩＣＡ」という。）が２０１８年

７月に開始した「ラオス法の支配発展促進プロジェクト」の中で実施している活動，す

なわち，ラオス刑事訴訟法における証拠法則を研究し，その成果をＱ＆Ａ形式にまとめ

（公判段階Ｑ＆Ａ集），刑事司法関係者に配布して普及するための活動の一環として実

施したものである。

　　なお，本研修の背景や位置付けなどについては，本号に掲載されている伊藤淳ＪＩＣ

Ａ長期派遣専門家の「ラオス刑事訴訟法（証拠法）研究～法制度整備支援における「運

用支援」の一例の紹介～」（以下，「伊藤専門家寄稿」という。）を参照されたい。

第２　講義・訪問について2

　１　目的

　　　ラオス人が自国の証拠理論や実務運用だけを研究するのではなく，他国の理論や実

務運用をも研究した上で，今後のラオス刑事司法の適切な運用方法を考え，決めてい

くことができるようになってほしい，このような伊藤専門家の意図を共有し3，本研修

では，日本の刑事手続や証拠法に関する講義や刑事裁判傍聴のほか，ドイツにおける

証拠法理論概要やアメリカにおける証拠法理論概要に関する講義を取り入れた。

　　　また，ラオスでは，科学的手法を用いた証拠収集方法に乏しく，また，取調べ状況

を客観的に記録できる録音録画も導入されていないことから，それらを紹介するため，

日本において実施されている科学的手法を用いた証拠収集方法に関する講義や警察署

の取調室の見学を実施した。

1 ラオス側参加者は，添付資料１「参加者名簿」のとおり。
2 研修日程は，添付資料２「ラオス第３回本邦研修（刑事法）「刑事訴訟法における証拠法研究」日程」
のとおり。
3 詳細は，伊藤専門家寄稿の「４」を参照されたい。
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　２　刑事手続や証拠法に関する講義及び裁判傍聴

　　⑴　講義「日本の刑事手続と証拠法理論について」

　　　　ラオスの刑事手続との違いを踏まえつつ，日本の捜査・公判手続の流れや自白法

則，違法収集証拠排除法則，補強法則の概要について説明した。

　　　　具体的には，日本では，ラオスにはある捜査開始命令4や事件ファイル差戻し5の

手続がないこと，自白法則においては任意にされた自白か否かが基準とされている

こと6，違法収集証拠排除法則が判例の集積により成り立っていること7などを説明

した。

　　　　参加者からは，捜査や公判における手続の期間などに関する質問や検察官の処分

に対して不服があった場合に，被疑者・被告人が取り得る手段に関する質問などが

なされた。

　　⑵　講義「模擬取調べから学ぶ日本の取調べ」

　　　　検事である当部の氷室隼人教官が考えた，取調官が脅迫的言動をとるなどの架空

の不適切な取調べのシナリオに基づき，氷室教官と，同じく検事である私とで模擬

の取調べを実演した。

　　　　それを見ていたラオス側参加者には，不適切な点を指摘してもらい，その理由を

議論した。

　　　　当初は予定していなかったものの，ラオス治安維持省警察大局からの参加者らが，

ラオスでの取調べについて，実演しながら説明してくださり，ラオスの捜査実務を

知る良い機会ともなった8。

4 ラオスでは，刑事訴訟法第８４条に，個人が犯罪を行ったことを証明する確実な証拠がある場合，
捜査機関の長又は検察庁の長は，捜査開始命令を発付しなければならない旨を規定しており，捜査の
開始に当たっては，捜査機関の長又は検察庁の長が捜査開始命令を発付することとなっている。
5 ラオス刑事訴訟法は，補充捜査が必要な場合などに，検察庁は捜査機関に事件ファイルを送り返す
ことができる旨規定しており（第１５３条参照），また，裁判所長は検察院の長に事件ファイルを差し
戻す命令を発付する旨を規定している（第１６８条参照）。
6 ラオスでは，刑事訴訟法第３６条３項で，「嘘，強制，脅迫，暴行，拷問その他適法でない行為によっ
て得られた被疑者又は被告人の自白は，事件における証拠として使用することはできない。」旨を規定
しており，適法でない行為によって得られた自白か否かを基準としている。
7 ラオスでは，刑事訴訟法第４２条１項で，「この法律に違反する手段により得られた情報は，刑事事
件の証拠とならない。」旨を規定しており，違法収集証拠排除法則を法律に規定している。
8 例えば，ラオスでは，１日に取調べできる時間を刑事訴訟法で規定しており（刑事訴訟法第１１６
条４項は，取調べは４時間を超えてはならない旨を規定している。），また，女性の被疑者を取り調べ
る場合には，女性の警察官が立ち会わなければならないとされているとのことである。
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【参加者がラオスでの取調べを実演している様子】

　　⑶　刑事裁判傍聴

　　　　冒頭手続から検察官請求証拠の証拠調べ手続を傍聴した。

　　　　傍聴後，裁判官から質疑応答の時間をいただいた。

　　　　参加者からは，１件の事件につき開かれる公判の回数や１回の公判期日にかける

時間の長さについての質問のほか，被告人が公判において捜査段階の取調べにおい

て取調官より暴行，脅迫を受けた旨の主張をした場合の手続の進め方などについて

質問がなされた。

　　⑷　講義「裁判所の観点から見た日本の証拠法について－自白，補強証拠及び違法収

集証拠を中心に」

　　　　元裁判官であり，現在弁護士である波床昌則先生より，刑事訴訟法の目的と証拠

法の解釈・運用の関係，自白法則及び自白の任意性の審理方法，自白法則の根拠，

補強法則，違法収集証拠排除法則などについて講義を受けた。

　　　　参加者からは，捜査官が被疑者に対して虚偽事実を述べて自白を得，その自白に

基づき大量の違法薬物を発見した場合，それらを証拠とすることができるかなど具

体的な質問がなされ，ラオスの刑事訴訟法のもとではどのように考えるかを議論す

る場面もあった。

　　⑸　講義「弁護士の立場から見た自白法則及び違法収集証拠排除法則」

　　　　弁護士である宮家俊治先生より，被疑者から取調べ中に取調官から暴行や拷問を

受けた旨の申し出があった場合に弁護士が取るべき対応策などについて講義を受け

た。

　　　　また，宮家先生が用意された証拠能力が問題となる設例について，ラオス刑事訴

訟法に規定されている自白法則9や違法収集証拠排除法則10に照らして証拠とするこ

との可否及びその理由などを議論した。

9 注釈６参照
10 注釈７参照
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　　⑹　講義「ドイツ法における証拠法理論概要－証拠禁止を中心として」

　　　　専修大学大学院法務研究科教授である加藤克佳先生より，自白とそれ以外の証拠

について，ドイツにおける証拠使用の禁止や証拠使用の禁止の効果が及ぶ範囲など

に関して講義を受けた。

　　　　参加者からは，自白とそれ以外の証拠とで取扱いを異にしている根拠に関する質

問や，ドイツにおける違法な捜査をした警察官に対する制裁に関する質問などがな

された。

　　⑺　講義「英米法における証拠法理論概要－米国法を中心として」

　　　　同志社大学大学院司法研究科教授である洲見光男先生より，アメリカにおける違

法収集証拠排除法則や自白の証拠能力についての判例やその流れ，判例により確立

されている手続などについて，具体例を交えて講義を受けた。

　３　科学的手法を用いた証拠収集方法に関する講義や取調室見学

　　　警察庁刑事局職員より，日本の警察の鑑識実務に関する講義を受け，警察庁科学捜

査研究所職員より，日本における犯罪者プロファイリング，ポリグラフ検査に関する

講義を受けた。

　　　質疑応答の際には，参加者から，ラオスでは警察犬による捜査は行われているが，

ＤＮＡ型鑑定を実施する機械がないことなどの捜査の実情についても言及された。

第３　意見交換

　１　伊藤専門家が作成した「検討対象問題」５問について，日本法，ドイツ法，アメリ

カ法と，これら各国の法律に基づく考え方やそれらから導かれる帰結を，ラオス法に

基づく考え方や帰結と比較しながら意見交換を実施した11。添付資料２のとおり，加藤

先生や洲見先生にも御参加いただいた。

　２　現在，伊藤専門家において，この意見交換結果を踏まえて，比較法から見たラオス

証拠法の理論や実務運用の問題点，改善点について検討中であるため12，本稿におい

ても，意見交換の内容を詳細に説明することは差し控えることとする。

　　　ただ，研修当初，違法収集証拠排除法則などに関し，具体的な判断根拠を示さず議

論していた参加者が，本研修において各国の理論を学び，意見交換を重ねるに従い，

具体的な判断基準を示して説得的に議論するようになったことは，参加者が考えを深

めていっていると実感できた瞬間であり，研修を担当した者として，喜びを感じた場

面であったので，特筆したい。

11 伊藤専門家寄稿の「３⑵」，「３⑶」及び「別添２」を参照されたい。
12 伊藤専門家寄稿の「３⑶」を参照されたい。
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【意見交換の様子】

第４　おわりに

　　議論の中で特に印象的であった点を１つ挙げると，多くのラオス側参加者がラオスの

法理論や実務運用状況を包み隠さずさらけ出し，その上でラオスの証拠法理論を更に構

築し，実務運用を改善していくために，真剣に議論していた，その姿勢であり，熱意で

ある。

　　先生方は皆，参加者がラオスの証拠法理論又は運用実務において問題と思われること

を発言した場合であっても，真っ向から否定することなく，忍耐強く，しかし，議論を

愉しむかのように，参加者に問題を投げかけられており，それが結果的に再考を促すこ

とにつながっていた。

　　研修後，参加者からは，「色々な国の法律との比較は大変に役立つもので有益であっ

た。」といった感想や「自身が担当する仕事に関係した研修であり有益であった。」といっ

た感想が寄せられた。

　　この感想が感想のみで終わらず，現実のものとして，提供した知見が，公判段階Ｑ＆

Ａ集の作成，更には参加者の皆様の日々の業務に役立ち，問題意識を深め，考え方の幅

を広げる一助となっていることを願いたい。

　　最後に，本研修に御協力をいただいた講師の先生や訪問を受け入れてくださった機関

を始め，関係者の皆様に心より感謝を申し上げます。
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51 歳

1 Mr.

48 歳

2 Mr.

34 歳

3 Ms.

50 歳

4 Mr.

0 歳

5 Mr.

31 歳

6 Ms.

44 歳

7 Mr.

45 歳

8 Mr.

59 歳

9 Mr.

44 歳

10 Mr.

41 歳

11 Mr.

41 歳

12 Mr.

治安維持省警察大局法務局副局長

最高人民検察院刑事監査局刑事事件監査部副部長

ポーンサイ・パパッサラーン

Phonexay PAPHATSALANG

ラオス国立大学法政治学部図書館長

ウィトゥーン・スックカセン

Vithoun SOUKASEN

Thongvanh KEOVILAY

カンパイ・クムポンパックディ

Khamphay KOUMPHONPHAKDY

最高人民検察院検察官研修所副所長

ブンラム・セーンマニー

Bounlam SAENGMANY

最高人民検察院民事監査局商事・少年事件監査部部長

インポン・チャンタウォンサ

Inpong CHANTHAVONGSA

治安維持省警察大局薬物防止局副局長

Nivanh SOMSENGDY

ラオス弁護士会法システム普及部副部長

リットナロン・ポンセナー

Lithnarong PHOLSENA

ラオス弁護士会チャンタブリー郡弁護士

トンワン・ケオウィライ

Chanthachone SENGSOULICHANH

司法省国立司法研修所民事学科副学科長

パンサイ・タマシット

Phanxay　THAMMASITH

治安維持省警察大局経済警察局副局長

ニーワン・ソムセーンディ

Sengthavy INTHAVONG

ラオス国立大学法政治学部刑事法学科学科長

タノンサック・ラーサポン

Thanongsack RASPHONE

中部高等人民裁判所副所長

チャンタチョーン・セーンスリチャン

添付資料１

参加者名簿

セーンタヴィ・インタウォン
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29 歳

13 Mr.

59 歳

14 Mr.

55 歳

15 Mr.

33 歳

16 Mr.

37 歳

17 Ms.

0 歳

18 Mr.

33 歳

19 Ms.

29 歳

20 Mr.

29 歳

21 Mr.

国際専門官 / Administrative Staff 本間　基之（HOMMA Motoyuki），執行 優里（SHIGYO Yuri)，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 今村　佳織（IMAMURA Kaori)

【研修担当/Officials in charge】

教官 /  Professor 小島 麻友子（KOJIMA Mayuko），氷室　隼人（HIMURO Hayato)

司法省国立司法研修所テクニカルスタッフ

カムスッチャイ・クンシー

Khamsoutchay KHOUNSY

治安維持省警察大局テロ対策局テクニカルスタッフ

中部高等人民裁判所裁判官補

カイアムポーン・ウォンポートーン

Kaiamphone VONGPHOTHONG

司法省南部国立司法研修所テクニカルスタッフ

プーワン・シンハナート

Phouvanh SINGHANAD

最高人民裁判所民事部裁判官補

ウーカム・ソーラポム

Oukham　SOLAPHOM

ラオス国立大学法政治学部刑事法学科テクニカルスタッフ

ブンタワット・ハーンサイニャ

Bounthavath HANSAYA

司法省中部国立司法研修所刑事法学科副学科長

ポンティダー・ペンサワット

Phonethida PHENGSAVATH

最高人民裁判所民事部裁判官

スリデート・ソーインサイ

Soulideth　SOINXAY

ウボン・チュンラマニー

Oubon CHOUNLAMANY

治安維持省警察大局犯罪捜査局副局長

スワンナホン・シーハーパンヤ

Souvannahong SIHAPANYA
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ICDオリエンテーション

20 ＴＩＣ ＴＩＣ ＩＣＤ小島教官 ＴＩＣ

5 9:30 12:30 14:00 17:00

21 ＴＩＣ ＴＩＣ

5 9:30 12:35 14:00 17:00

意見交換①

（証拠法講義振り返り）

22 ＴＩＣ ＴＩＣ

5 9:30 11:35 13:00 15:50

23 赤れんが第１教室 東京地方裁判所

5 9:30 12:30 12:45 14:45 17:05

意見交換会

24 波床昌則弁護士 赤れんが第５教室 ＫＫＲ 赤れんが第５教室

5

25

5

26

5 9:30 12:30 14:00 17:10

27 ＴＩＣ 洲見光男教授 ＴＩＣ

5 9:30 12:35 14:00 17:00

28 ＴＩＣ ＴＩＣ

5 9:30 11:10 14:00 17:00

29

5 9:35 12:00 14:00 17:10

30

5 9:30 12:30 12:45 13:15

31

6

1

／

／

／

／

金

／

／

／

／

／

土

／

／

／

／

水

木

月

TIC

講義「日本の警察の鑑識実務について」

火
意見交換⑤

TIC

意見交換⑦ 講義「警察での取調べについて」/取調べ室見学

講義「英米法における証拠法理論概要－米国法を中心として」

帰国

講義「弁護士の立場から見た自白法則及び違法収集証拠排除法則」

TIC

統括質疑応答 JICA講評，評価会、修了式

宮家俊治弁護士

意見交換②

JICAオリエンテーション

意見交換⑥

科学警察研究所訪問・講義「日本における犯罪者プロファイリング」，「ポリグラフ検査」

警察庁科学警察研究所

埼玉県警察大宮警察署

添付資料２

日 入国／

講義「日本の刑事手続と証拠法理論について」

講義「ドイツ法における証拠法理論概要－証拠禁止を中心として」

意見交換④

洲見光男教授，加藤克佳教授

水

日

月

土

火

金

木

ＩＣＤ教官

東京地方裁判所訪問（刑事裁判傍聴）

洲見光男教授

意見交換③

ラオス第３回本邦研修（刑事法）「刑事訴訟法における証拠法研究」日程
[ 教官：小島麻友子，氷室隼人　専門官：執行優里 ]

TIC

午前 午後

専修大学大学院法務研究科　加藤克佳教授

講義「模擬取調べから学ぶ日本の取調べ」

洲見光男教授 洲見光男教授

講義「裁判所の観点から見た日本の証拠法について
　　　　－自白，補強証拠及び違法収集証拠を中心に」

同志社大学大学院司法研究科　洲見光男教授
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ミャンマー法・司法制度整備支援プロジェクト 

第１６回本邦研修「立法過程」

国際協力部教官　

村　田　邦　行

小　島　麻友子

第１　本研修の日程・背景・目的等

　１　研修の日程

　　　令和元（２０１９）年７月２２日から同年８月２日までの間（移動日を含まない。），

ミャンマー法・司法制度整備支援プロジェクト第１６回本邦研修を行った。

　２　背景・目的等

　　⑴　背景

　　　　ミャンマー連邦共和国（以下「ミャンマー」という。）では，平成２３（２０１１）

年の民政移管以降，法の支配の確立を目指した改革が進められている。

　　　　独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）は，平成２５（２０１３）年１１月，ミャ

ンマー連邦最高裁判所（以下「連邦最高裁判所」という。）及びミャンマー連邦法

務長官府（以下「連邦法務長官府」という。）を対象機関として，ミャンマーに対

する法整備支援プロジェクトを開始し，現在，同プロジェクトのフェーズ２が進行

中であり，法務省も，ＪＩＣＡの法整備支援活動に全面的に協力している。

　　　　プロジェクトでは，外国からの投資促進やそれに伴う市場経済の拡大に対応する

ための法・司法セクターの能力向上といった法的インフラ整備を目的として，法案

の起草及び審査の能力向上に向けた支援並びに職員向けの執務資料作成といった人

材育成に資する支援を行っており，本邦研修については，これまでに様々なテーマ

の下，合計１５回実施されている。

　　⑵　目的等

　　　　ミャンマーでは，連邦最高裁判所等の連邦機関が法案提出権を持っており，連邦

法務長官府がそれら機関の提出した法案の審査を所管しているところ，法案の起草

及び審査に従事する職員の能力向上が課題となっている。

　　　　そこで，上記課題に取り組む連邦最高裁判所及び連邦法務長官府の職員等に対し，

法案の起草及び審査をはじめとする日本の立法過程等に関する知見を提供すること

を目的として，今次研修を実施した。

　　　　なお，参加者については，別添１を参照されたい。

第２　研修の概要

　　今次研修では，以下のとおり講義及び訪問を行った。以下，概要について簡潔に記載

する。なお，日程については，別添２を参照されたい。
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　１　講義「日本の立法過程における内閣法制局の役割」

　　　元内閣法制局長官の阪田雅裕弁護士から，内閣提出法案に盛り込むことが要求され

る法律事項は何か，内閣法制局が法案審査の際にどのような点に着目しているのかな

どについて御講義いただいた。

　２　講義「民主主義国家における法の在り方」「法令の種類及び階層・体系確保のため

の視点」

　　　大石眞京都大学名誉教授から，午前・午後の２回に分けて御講義いただいた。午前

の講義では，民主主義国家が，権力分立・民主主義・立憲主義といった諸要素をその

組織・運営原理とし，同組織・運営原理の下，自然的正義・適正手続や法の支配の実

現を図ることなどについて御講義いただいた。午後の講義では，法令間の種類・階層

性を明確にし，その矛盾・抵触をなくすことが国民生活の安定につながることなどに

ついて御講義いただいた。

　３　内閣法制局訪問・講義「内閣法制局における審査の具体的方法」

　　　内閣法制局を訪問して，横畠裕介内閣法制局長官を表敬するとともに，平川薫長官

総務室総務主幹から，内閣法制局における法令の審査事務に関し，日本の省庁及びそ

れらの所管事項，法令の立案プロセス，法制化を行う際の留意事項などについて御講

義いただいた。

　４　参議院法制局訪問・講義「議員立法」・国会見学

　　　参議院法制局を訪問して，坂本光参事から，議員立法の立法過程及び同過程におけ

る参議院法制局の役割，内閣提出法案と議員提出法案の立法過程の相違，参議院法制

局における職員の人材育成などについて御講義いただいた。

　　　また，御講義の後は，参議院本会議場等の国会見学を行った。

　５　講義「条文，附則及び経過措置の書き方」

　　　元検事で内閣法制局への御出向経験を有する甲斐淑浩弁護士から，御自身が法令審

査に携わった平成２１（２００９）年の出入国管理及び難民認定法の改正を題材とし

た法令審査実務（同法に係る改正条文，附則及び経過措置の書き方等）のほか，内閣

法制局における法令審査に従事する職員の人材育成方法や法務省刑事局が実施する罰

則審査などについて御講義いただいた。

　６　講義「法案起草・審査に関する人材育成の在り方－衆議院法制局での執務経験を踏

まえて」

　　　元衆議院法制局参事の吉田利宏氏から，法案を起草する職員に求められる知識や素

養，衆議院法制局における職員の人材育成方法，法案起草・審査の際に職員が使用す

る資料などについて御講義いただいた。

　７　講義「政党の意思決定と立法過程」

　　　牧原出東京大学先端科学技術研究センター教授から，戦後政治史に基づき，日本の

立法過程における政党・政治家の関わり方の変遷などについて御講義いただいた。
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　８　講義「省庁での法令整合性」

　　　山口敦士法務省民事局参事官から，法律，政令，省令等といった法令の形式，法務

省民事局における法案作成の流れや他省庁との調整（引用法令照会，法令協議等）な

どについて御講義いただいた。

　９　講義「法制審議会の活動－債権法改正過程等を題材に」

　　　松本恒雄独立行政法人国民生活センター理事長・一橋大学名誉教授から，平成２９

（２０１７）年の債権法改正を題材に，法制審議会の構成・役割などについて御講義

いただいた。

　₁₀　講義「最高裁判所規則制定諮問委員会の役割」

　　　最高裁判所民事規則制定諮問委員会委員の今井和男弁護士から，消費者の財産的被

害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律及び同法律に係る規則

を題材に，最高裁判所規則制定諮問委員会の構成・役割などについて御講義いただい

た。

　₁₁　講義「特別法の制定－消費者契約法を題材に」

　　　福島成洋消費者庁消費制度課政策企画専門官から，平成２８（２０１６）年及び平

成３０（２０１８）年の消費者契約法改正を題材に，消費者契約法と他の法律（民法，

特定商取引法）との関係，同改正法案の検討プロセスなどについて御講義いただいた。

　₁₂　意見交換「内閣法制局における執務経験を踏まえて」

　　　内閣法制局への御出向経験を有する藤本治彦東京高等検察庁検事に御参加いただ

き，事前にミャンマー側参加者から提出されていた質問に基づいて意見交換を行った。

　₁₃　発表・意見交換

　　　国会議員並びに連邦法務長官府及び連邦最高裁判所の職員が，それぞれ，ミャンマー

の立法過程に関して発表を行い，その後，この発表内容を踏まえ，ミャンマーの立法

過程に関する課題などについて意見交換を行った。

第３　終わりに

　　今次研修が充実したものとなったのは，関係者の皆様の御協力及び御尽力のおかげで

あり，改めて，阪田雅裕先生，大石眞先生，甲斐淑浩先生，吉田利宏先生，牧原出先生，

松本恒雄先生，今井和男先生，藤本治彦検事，山口敦士参事官，福島成洋政策企画専門

官，平川薫総務主幹をはじめとする内閣法制局の皆様，坂本光参事をはじめとする参議

院法制局の皆様，その他多くの関係者の方々に，心から御礼を申し上げたい。

　　法案の起草及び審査の能力は一朝一夕で向上するものでなく，ミャンマー側関係者に

おいて，長期専門家の支援を得ながら，今次研修で得られたであろう知見を踏まえ，こ

れら能力向上に向けた取組みを今後も継続的に行うことが不可欠である。当部としても，

関係者の皆様の御協力を得ながら，ミャンマーに寄り添って，本プロジェクト活動を全

面的にバックアップしていきたいと考えている。
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ｘ ソウ・シャー・ファウン・アワー
Saw Shar Phaung Awar
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Zaw Win
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Zaw Htoo
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Tu Maw

5 キン・サン・ウィン
Ms. Khin San Win

ミャ・ミャ
Ms. Mya Mya
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Ms. Thida San
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Ms. Wah Wah
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Mr. Hla Soe
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Ms. Thin Thin Oo

2
Mr.
Member of the Bill Committee, Pyithu Hluttaw
連邦議会　人民代表院（下院）議員　法案委員会委員

Head of Mon State Judicial Office, High Court of Mon State, Supreme Court of the Union

7

Head of Ayeyawady Region Judicial Office, High Court of  Ayeyawady Region, Supreme Court of the Union

5

Depury Director, Civil Justice Department, Supreme Court of the Union

エーヤワディ管区高等裁判所事務局長

3

6

連邦最高裁判所　司法監督局　民事部　副部長

Mr.

教官/Professor 村田　邦行（MURATA Kuniyuki),小島麻友子(KOJIMA Mayuko),

13 Deputy Director, Legal Advice Department, Union Attroney General's Office
連邦法務長官府　法的助言局　副部長

14

Depury Director, Writs Department, Supreme Court of the Union

ミャンマー法・司法制度整備支援プロジェクト第１６回本邦研修　研修員

1
Mr.
Member of the Hluttaw Rights Committee, Amyotha Hluttaw
連邦議会　民族代表院（上院）議員  議会権利委員会委員

連邦最高裁判所　司法監督局　法律・訴訟手続部　部長補佐

4
Mr.

連邦最高裁判所　司法監督局　令状部　副部長

Assistant Director, Law and Procedure Department, Supreme Court of the Union

【研修担当/Officials in charge】

8 Depury Director General, Legislative Vetting and Advising Department, Union Attorney General's Office

9

モン州高等裁判所事務局長

国際専門官 / Staff Ｏｆｆｉｃｅｒ 吉田　有里(YOSHIDA Yuri)  

連邦法務長官府　法案審査助言局　副部長

12

16 Assistant Director, Administrartion Department,  Union Attorney General's Office
連邦法務長官府　総務局　部長補佐

11 Deputy Director, Legislative Vetting and Advising Department, Union Attorney General's Office 

Deputy Director, Legislative Vetting and Advising Department, Union Attorney General's Office
連邦法務長官府　法案審査助言局　副部長

Assistant Director,  Legislative Vetting and Advising Department, Union Attorney General's Office
連邦法務長官府　法案審査助言局　部長補佐

連邦法務長官府　総務局　部長補佐

連邦法務長官府　法案審査助言局　次長

連邦法務長官府　検察局　部長

連邦法務長官府　法案審査助言局　部長

Director, Prosecution Department, Union Attorney General's Office 

Assistant Director, Administrartion Department,  Union Attorney General's Office15

10 Director, Legislative Vetting and Advising Department, Union Attorney General's Office
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10:00 12:30

講義　日本の立法過程における内閣法制局の役割

阪田雅裕弁護士（元内閣法制局長官）

今井和男弁護士

意見交換　内閣法制局における執務経験を踏まえて

東京高等検察庁　藤本治彦検事
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ション

共用会議室

内閣法制局（講義：内閣法制局における審査の具体的方法）

内閣法制局内閣法制局　平川薫総務主幹

講義　省庁での法令整合性

共用会議室

講義　法案起草・審査に関する人材育成の在り方－衆議院法制局での
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国会見学

吉田利宏講師（元衆議院法制局参事）

講義　政党の意思決定と立法過程

所長主催意
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甲斐淑浩弁護士 共用会議室
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共用会議室

TIC

8/1

発表・意見交換①　ミャンマーの立法過程7/31
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東京大学先端科学技術研究センター　牧原出教授

水
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法曹会館

法務省民事局　山口敦士参事官 一橋大学　松本恒雄名誉教授
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月
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金
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TIC
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金

木
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消費者庁　福島成洋政策企画専門官

第16回ミャンマー本邦研修日程表
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水

7/26

日

木
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共用会議室
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京都大学　大石眞名誉教授TIC

参議院法制局
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【講義・講演】

　２０１９年５月から同年７月までの間，当部の教官等が行った講義・講演は下記のとお

りです。

記

１　大阪大学法科大学院における講義

　　日　時　２０１９年６月６日（木）

　　場　所　大阪大学法科大学院

　　対　象　大阪大学法科大学院生

　　テーマ　リーガル・プロフェッションの最先端

　　担　当　国際協力部教官　鈴木一子

２　大阪大学における講義

　　日　時　２０１９年６月６日（木）

　　場　所　大阪大学

　　対　象　大阪大学外国語学部生等

　　テーマ　日本の法務省による東南アジアに対する法整備支援について

　　担　当　国際協力部教官　大西宏道

３　一橋大学における講義

　　日　時　２０１９年６月１２日（水）

　　場　所　一橋大学

　　対　象　一橋大学法学部生

　　テーマ　法律家と現代社会

　　担　当　国際協力部教官　伊藤浩之
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【研修等実施履歴】

　２０１９年５月から同年７月までの間に，当部等が実施した研修等は下記のとおりです。

　研修の詳細等についてお知りになりたい方は，当部まで御連絡ください。

記

１　研修

　　ラオス法の支配発展促進プロジェクト第３回本邦研修

　　日　時　２０１９年５月１９日（日）から同年６月１日（土）まで

　　場　所　法務省赤れんが棟，ＪＩＣＡ東京ほか

　　テーマ　刑事訴訟法における証拠法研究

　　担　当　国際協力部教官　小島麻友子，国際専門官　執行優里

２　共同研究

　　第２０回日韓パートナーシップ共同研究（韓国セッション）

　　日　時　２０１９年６月１７日（月）から同月２７日（木）まで

　　場　所　大韓民国大法院法院公務員教育院ほか

　　テーマ　不動産登記，商業法人登記，供託及び民事執行の制度上及び実務上の諸問題

　　担　当　国際協力部教官　大西宏道，国際専門官　本間基之

３　シンポジウム

　　法整備支援へのいざない

　　日　時　２０１９年６月２９日（土）

　　場　所　大阪会場：大阪中之島合同庁舎２階「国際会議室」

　　　　　　東京会場：国際法務総合センター２階「国際会議場Ａ」

　　　　　　（各会場をＴＶ会議システムで接続）

　　担　当　国際協力部教官　伊藤浩之，小谷ゆかり，国際専門官　豊田安史，嵐文子
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【活動予定】

　２０１９年１０月から同年１２月までの間に，当部が行う予定の研修等は，下記のとお

りです。

　聴講等を御希望される方は，事前に当部まで御連絡ください。なお，研修内容や研修場

所のスペースの関係で御希望に添えない場合がございますのであらかじめ御了承ください。

記

１　研修

　⑴　第６３回ベトナム法整備支援研修

　　　日　時　２０１９年１０月７日（月）から同月１６日（水）まで

　　　場　所　ＪＩＣＡ東京ほか

　　　テーマ　争訟原則

　　　担　当　国際協力部教官　鈴木一子，小谷ゆかり，前田佳行

　　　　　　　国際専門官　本間基之

　⑵　ミャンマー法・司法制度整備支援プロジェクト第１７回本邦研修

　　　日　時　２０１９年１０月２０日（日）から同年１１月２日（土）まで

　　　場　所　ＪＩＣＡ東京ほか

　　　テーマ　調停制度

　　　担　当　国際協力部教官　村田邦行，下道良太，国際専門官　吉田有里

　⑶　２０１９年度国際協力人材育成研修

　　　日　時　２０１９年１１月１０日（日）から同月２１日（木）まで

　　　場　所　国際法務総合センターほか

　　　テーマ　法制度整備支援に携わる人材の育成

　　　担　当　国際協力部教官　小島麻友子，国際専門官　今村佳織

　⑷　バングラデシュ第３回本邦研修

　　　日　時　２０１９年１１月２４日（日）から同年１２月７日（土）まで

　　　場　所　国際法務総合センターほか

　　　テーマ　調停，事件管理ほか

　　　担　当　国際協力部教官　高梨未央，国際専門官　本間基之

　⑸　ラオス法の支配発展促進プロジェクト第４回本邦研修

　　　日　時　２０１９年１２月１日（日）から同月１４日（土）まで
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　　　場　所　国際法務総合センターほか

　　　テーマ　民事・刑事事実認定能力の改善及び教育・研修カリキュラムの改善

　　　担　当　国際協力部教官　氷室隼人，鈴木一子，国際専門官　執行優里

２　共同研究

　⑴　第２０回日韓パートナーシップ共同研究（日本セッション）

　　　日　時　２０１９年１０月２１日（月）から同月３１日（木）まで

　　　場　所　国際法務総合センターほか

　　　テーマ　 不動産登記，商業法人登記，供託及び民事執行の制度上及び実務上の諸問

題

　　　担　当　国際協力部教官　大西宏道，国際専門官　本間基之

　⑵　令和元年度ミャンマー土地登録法制共同研究

　　　日　時　２０１９年１１月２４日（日）から同月３０日（土）まで

　　　場　所　国際法務総合センターほか

　　　テーマ　土地の物理的状況に係る登録

　　　担　当　国際協力部教官　村田邦行，大西宏道，国際専門官　吉田有里

　⑶　令和元年度東ティモール共同法制研究

　　　日　時　２０１９年１２月７日（土）から同月１９日（木）まで

　　　場　所　国際法務総合センターほか

　　　テーマ　土地関連法，矯正プログラム

　　　担　当　国際協力部教官　大西宏道，国際連合研修協力部教官　山本麻奈

　　　　　　　国際専門官　嵐文子
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統括国際専門官の１日

総務企画部国際事務部門　統括国際専門官　

豊　田　安　史

　私は，本年４月から法務総合研究所総務企画部国際事務部門で研修第二（ＩＣＤ）担当

の統括を務めております。これまで，法務省刑事局国際課（現刑事局国際刑事管理官），

国連アジア極東犯罪防止研修所（ＵＮＡＦＥＩ）等国際関係の部署に通算約１４年勤務し

てきました。

　今回，ＩＣＤ ＮＥＷＳの「専門官の眼」を執筆するに当たって，編集担当者からは，

「ＵＮＡＦＥＩとＩＣＤの双方を経験した視点から，研修事務の相違点について分析する

内容の記事を書いてほしい」等と提案を受けたのですが，前号で好評を博した遠藤国際専

門官による「国際専門官の平日」を参考に，統括国際専門官の業務に焦点を当てた記事を

書かせていただきました。

　日頃，幹部等から「統括は何をやっているのか分からない。」などと苦言を呈され，肩

身が狭いと感じることも多いのですが，今回，執筆することで，少しでも統括国際専門官

の業務について，皆様に御理解いただく一助となれば幸いです。

（週末明けのある月曜日）

６：１５　起床

　腹部に鈍い痛みと足のだるさを感じながら，起床。

　身体のどこかが悪いのかと一瞬頭をよぎるが，土曜日にジョギングと筋トレをしたこと

を思い出す。

　数年前，病気を患って以来，毎週末ジョギングと筋トレを励行するようになりました。

年齢のせいか，身体の回復に時間がかかります。

７：２０　出勤

　江戸川区の官舎から昭島市の勤務先施設までは door to door で約２時間。

　最寄り駅まで約１．５キロの距離を徒歩で向かう。

　駅までの約２０分は，スマートフォンの Podcast で，ＮＨＫの ENGLISH NEWS とＢＢＣ

の GLOBAL NEWS PODCAST を視聴します。

　我が家では，テレビをほとんど観ないので，Podcast の他，Radico（スマートフォン，

ＰＣ等でラジオが聴ける無料サービス）のラジオ放送は貴重な情報源です。

７：４０　最寄り駅

　東京行きの電車に乗車。

専門官の眼
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　スマートフォンのアプリを起動させ某新聞社の朝刊電子版を閲覧。

　朝刊の閲覧は１紙のみですが，国際面は当然のこと，総合面から社会面まで紙面の隅々

まで目を通し，特に，安倍日誌と官公庁職員（法務省職員関連）の異動記事は毎日必ず

チェックします。

　法務省職員の異動記事をチェックする理由は，当省幹部に異動があると，法務総合研究

所，国際協力部の幹部人事にも影響が及ぶ場合があるからです。そのため，人事異動情報

については，公開情報に限らず，日頃から早期収集に努めています。

７：５５　東京駅

　駅構内を移動。

　その間，キオスクで英字新聞 JAPAN TIMES（ＪＴ）／ International New York Times

（ＮＴ）を購入。

　英字新聞ＪＴを購入する理由は，①新聞朝刊の国際関連記事の情報量不足を補う，②日

本のニュースが海外でどのように報道されているか確認する，③購読している朝刊は「右

寄り」と言われているため，「リベラル」（？）なＪＴ／ＮＴを読むことで，左右双方のバ

ランスを取った上で記事やニュースの深層を理解する，そして，④ＪＴを購入するとＮＴ

がセットで付いてくるのでお得だからです。

　④について補足しますと，ＪＴ／ＮＴはセットで一部２３０円しますので，他の英字新

聞と比較して決して安価とはいえないのですが，私の場合，月曜日に購入したＪＴ／ＮＴ

を５日かけてじっくりと味わいながら読むようにしていますので，結果として経済的にな

るということです（単に英語力に乏しいため読むスピードが遅いという説もあります。）。

なお，火曜日から土曜日までのＪＴは，週末，図書館で閲覧してフォローするようにして

います。

　勤務先施設の最寄り駅であるＪＲ東中神駅までの約１時間，朝刊電子版を読了後は，電

子辞書を片手に英字新聞ＪＴ／ＮＴと格闘します。

９：１５　勤務先施設到着

　いよいよ業務開始。

　今日は本邦研修２本同時開催中。

　本邦研修では，担当専門官は教官と連携して，研修会場であるＪＩＣＡ東京や法務省に

赴き，研修の運営業務を行いますが，留守部隊の私は通常業務を行います。

　まず始めに，メッセージボード（業務用電子掲示版）（ＭＢ）で，今週の行事予定，幹

部予定，部下職員の出勤予定等を確認します。

　予定の確認が終わると，恒例の幹部ミーティングに出席し，その後はＭＢや電子メール

の未読のチェックを開始します。

　なお，ＭＢのスレッドはＩＣＤ研修関連のみならず，総務・広報関連，ＵＮＡＦＥＩ関

連等多数共有されるため，１日不在にすると未読が優に１００件を超えたりします。
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　重要な案件がＭＢ上で埋もれてしまわないように気を遣いながら，特に，法務総合研究

所他部署，省内他部局等との調整が必要なものは，進ちょく状況を確実に把握するように

します。

　また，研修担当の統括として，ＩＣＤの研修，研究，各種イベント等の準備状況の把

握，部下職員の指導・監督等のマネージメント業務のほか，ＵＮＡＦＥＩの研修準備状況

についても，積極的に情報収集するように心がけています。

　その他，部下職員から報告や相談を受け，文書決裁等をしているうちに，あっという間

にお昼の時間になります。

１２：００　昼食

　昼食は施設内の食堂を利用。

　食堂ではＵＮＡＦＥＩの語学アドバイザー（米国人）の横に定位置を確保。

　語学アドバイザーとは平易な英語で時事ニュースなどを話題に英会話の練習に励んだ

り，また，居合わせた教官等から研修の準備状況，見通しなどを聞き出したり，昼食の時

間は情報交換の場でもあります。

　また，昼食後の休憩時間は午睡のための貴重な時間として活用しています。

１３：００　午後の業務開始

　腰を据えて業務に取り組む。

　午前に引き続き，ＭＢと電子メールのチェック，研修等進ちょく状況の把握，文書決裁

等を励行。

　また，午後の時間は，多数の関係者との調整を要する案件，イレギュラーな案件等につ

いて，統括が事務を引き受け，自ら省内他部局等との連絡調整や事案説明等を行ったり，

さらには，午前の幹部ミーティングで部長等から指示された特命事項を処理したり，重要

案件が立て込んできて繁忙度がピークに達しますが，常に業務の優先順位を考慮しつつ，

効率的に業務を進めます。

１６：００　業務終盤

　部下職員の超過勤務予定を確認。

　今日は超過勤務の申告はなく，皆，定時退庁出来る見込み。

１８：１５　業務終了

　足早に退庁。

　中央線の遅延情報はなく一安心。

　帰りの電車の車内では，出勤時に引き続き，英字新聞ＪＴ／ＮＴや週刊誌 Newsweek の

国際情勢分析，コラム記事等を読んだりして，関連情報の収集・分析を行います。
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２０：３０　帰宅後

　夕食，入浴，就寝。

　就寝前にスマートフォンのアプリで１日に歩いた距離と歩数を確認。

　今日は，歩行距離約７キロ，歩数約１１，０００歩で平均的な数字でした。

　以上が統括国際専門官の私の１日ですが，さらに，もう一つ，日常心がけていることを

御紹介しようと思います。

　私は，プライベートで少なくとも毎年一度は海外旅行に出かけるようにしています。

　皆様の中にも海外旅行をして異文化体験をすることで，自身の価値観を揺さぶられるよ

うな経験をした方もいらっしゃると思います。やはり，新聞やニュース報道で間接的にで

はなく，実際に現地を訪問して自ら体感・体験して得た情報は何よりも貴重かつ重要であ

ると思います。

　また，特にここ数年は定期的に米国を訪れ，その都度，現地の友人達と交遊することで

報道だけでは窺い知れない米国の最新事情，ライフスタイルの変化など，米国の現在を見

聞させてもらっています。

　今回，執筆の機会をいただいたことで，改めて１日の過ごし方を振り返ってみると，国

際関連情報の収集等に相当の時間と労を費やしていることが分かりました。それは何故な

のか，この機会に考えてみましたが，知りたいという興味，好奇心がそうさせているのだ

と思いました。人は歳を重ねるごとに新しいことに挑戦することに臆病になったり，保守

的になったりする傾向にあると言われていますが，私はむしろ，様々な国の文化や人々と

積極的に関わることで，新たな学びを得たり，視野を広げたり，さらには自分の日本人と

してのアイデンティティーを再確認するのが好きなのかもしれません。

　最後になりますが，読者の皆様には，拙い文章に最後までお付き合いくださり誠にあり

がとうございました。多少なりとも，統括国際専門官の業務（？）についてイメージして

いただけたなら幸いです。

　今後とも国際協力部をどうぞよろしくお願いいたします。
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各国プロジェクトオフィスから

ミャンマーミャンマー

カンボジアカンボジア

ラオス ベトナム

インドネシアインドネシア

　ベトナムは，２０１９年６月３０日，ベトナムＥＵ自由貿易協定
（ＥＶＦＴＡ）及びベトナムＥＵ投資保護協定（ＥＶＩＰＡ）の２つ
の協定に正式に調印しました（報道によれば，ＥＵがＦＴＡを締結す
るアジアの国々の中で日本，韓国，シンガポールに次ぎ４か国目との
こと。）。
　また遡って１月１４日には，２０１８年末に発効されたＣＰＴＰＰ
がベトナムにも適用されています。そのため国内関連法令の整備が急
ピッチで進められています。
　これら対外的な動きにあわせ，国内向けには政府決議により世銀の
Doing Business 等の各種経済指標のランキングを上げることを目標

とする等の取組みを行っています。
　こうした動向はベトナム国内では「国際統合」と表現され，ベトナム法司法制度の整備全体のみならず，
本プロジェクトの活動内容にも少なからず影響を与えているように感じます。短期的な動きに目を奪われ
てはいけませんが，カウンターパートとの間で基盤整備や能力強化関連活動を実施しつつも，法司法制度
に影響を与えるこうした動向にも目を配らせて行きたいと思います。
　引き続き宜しくお願いします。

� （ベトナム長期派遣専門家　枝川充志）

　６月１６日（日），プノンペンで，ハーフマラソンが開催されました。
カンボジアでは，毎年２回，プノンペンとシェムリアップでハーフマ
ラソンが開催されています。いずれも，３キロ，１０キロ及び２１キ
ロの部があります。
　カンボジアに着任し，色々なことに挑戦したいと思っていた私は，
プノンペンハーフマラソン１０キロの部にエントリーすることにしま
した。エントリーを決めた時期は，ちょうどジムで走ることが習慣に
なり始めていた頃でした。というのも，カンボジアでの通勤時間は徒
歩５分，しかも，日中の焼けつくような陽射しを避けるため，移動は
主にトゥクトゥクです。毎日の歩数は日本にいた頃の３分の１にも満

たず，このままではいけないとあせりを感じ，ジムで走るようになりました。そして，せっかく走ってい
るのだからマラソンに挑戦してみようと思い立ったわけです。
　１０キロの部のスタートは午前６時１０分。早朝でも，普段のカンボジアの陽射しは強烈です。ですが，
６月１６日は違いました。普段はガンガンに自己主張してくる太陽が，マラソンの時間だけは，雲の後ろ
に隠れていてくれたのです。ランナーが走りやすいように，太陽が応援してくれているようでした。走り
ながら，一人胸を熱くしていました。
　途中までは順調に走っていたものの，残り２キロの辺りからは，止まってしまいたいと何度も思いまし
た。ですが，一度止まったら歩き出すことすらできないと思い，ゴールを目指してとにかく走り続けまし
た。そして，倒れ込みそうになりながらゴールした私の首には，「３rd Place １０km」の札がかけられま
した。自分でも驚くことに，１０キロ女子の部で３位になったようなのです。このときの感動は言うまで
もありません。
（ここからは余談ですが・・・）
　本当なら表彰式でメダルがもらえたようなのですが，初参加の私は，表彰式の存在も何も知りませんで
した。後日，他の参加者から表彰式の存在を聞きました。また，表彰式に行かなかったら，４位が繰り上
げ入賞したかもしれないとのことでした。幻となった３位入賞ですが，とても貴重な体験でした。

� （カンボジア長期派遣専門家　福岡文恵）
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　ラオスは現在，雨季に当たり，朝晩に頻繁に雨が降っています。雨
のおかげで気温は下がるものの湿度が上がるのであまり快適と言えま
せん。報道等でご存知の方も多いかと思いますが，昨年の同じ時期，
南部アタプー県で洪水被害が発生しましたが，今年はそのようなこと
が起きないことを願いながら，毎朝，曇空を見上げています。
　さて，当プロジェクトは，２０１９年７月１０日をもってプロジェ
クト活動の一年目を終了し，翌１１日から二年目に入ります。当プロ
ジェクトは，この一年間，準備期間（２０１８年７月～１０月）を経
て，新プロジェクト活動開始式（２０１８年１１月），事実認定導入

研修（ＪＣＣ及びＭＣメンバーに対する本邦研修，２０１８年１２月），日ラオス法司法分野協力関係
２０周年記念及びラオス民法典成立記念式典・講演（２０１９年２月），民法典ＳＷＧ本邦研修（２０１９
年３月），刑事法ＳＷＧ本邦研修（２０１９年５月）等の各活動を実施し，第１回ＪＣＣ会議（２０１９
年６月１１日）にて一年間の活動の振り返りと今後のプロジェクト活動予定の協議を行いました。当プロ
ジェクトは，一年目の活動について，幾つかの問題はもちろんあったものの，上記の各種イベントの他，
各ＳＷＧが取り組むべき課題を分析して活動計画を立て，実際に活動を開始しており，概ね順調に活動で
きたと考えております。そして，専門家チーム一同は，当プロジェクトが順調に活動を進めることができ
たことについて，ラオス側の活動への理解や協力と同時に，ご関係の皆様のご支援のおかげであると考え
ております。
　専門家チーム一同は，プロジェクト２年目を迎えるに当たり，今後も，これまで同様（これまで以上に）
充実した活動ができるよう，日本，ラオスの関係各機関と協力をしながら，日々地道に業務を進めていく
ことができればと考えております。

� （ラオス長期派遣専門家　伊藤　淳）

　ミャンマーでは，７月の満月の日から３か月間はお坊さんの修行の
期間に入るため，仏教徒は，引越しや結婚など人生における異動を避
けるそうです。
　私たちのプロジェクトは７月中旬に，これまで１年以上にわたって
プロジェクトで働いてくれたスタッフのナンさんが家庭の都合で退職
することとなり，６月中旬から後継者を採用すべく募集案内をウェブ
サイトに掲示したり，送られてきた応募者のＣＶをチェックしたり，
簡単な採用試験を作ったり，採用面接スケジュールを組んで１日３件
行ったりと様々な手続を行いました。

　採用に当たってネックになるのが，ネピドーという立地です。ほとんどの応募者はヤンゴンかその近郊
に住んでおり，ネピドーで働くことになると家族を有する人は単身赴任になりますし，必ず引越しが必要
になります。首都なのに…。
　プロジェクト一丸となり，ＪＣＣの準備の合間に様々な採用手続を経て，どうにかこうにか満月の日ま
でに採用者を決定し，出勤を開始してもらうことができ，「宗教上，今は引越しできない」などという事
態は避けられ，退職するナンさんからの引継ぎもでき，みんな安堵しました。でも結局，新規採用者は，
クリスチャンで仏教行事は全く無関係だったというオチでした。
　新しく我々の仲間に加わったトウさん（Mr.Saw Thura Tow）は３２歳男性で，ＧＩＺでの勤務経験があ
り，英語教師の資格とミャンマーのツアーガイドの国家資格を有し，趣味はギターという非常に明るく頼
もしい人材です。名前のとおり父さんで，１歳の子どもと奥さんをヤンゴンに残して，ネピドーのＪＩＣ
Ａで働きたいという意欲を持ってやってきてくれました。
　メンバーも新たに，今後もプロジェクトを明るく，笑いの絶えない職場にしていこうと思います。
� （ミャンマー長期派遣専門家　岩井具之）
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　インドネシアでは，４月に大統領選挙があり，現職のジョコウィ大
統領が勝利しました。これに対し，対立候補者であったプラボウォ側
による大規模デモが起こり，警察などと衝突して多数の死傷者が出ま
した。プラボウォ陣営は，その後，憲法裁判所に不服を申し立ててい
ましたが，その判決が６月２７日に言い渡されました。結論は棄却で
した。
　憲法裁判所の判決は，約２０００ページもあるものだったようです。
証拠の標目や証言の要約が多くを占め，実質的な裁判所の判断部分は
２００ページほどのようですが，申立てから判決までわずか１か月の

期間でよく準備できたなと驚きました。
　プラボウォ陣営は，判決を受け入れるとの声明を出したとの報道がある一方で，最高裁判所への申立て
なども行っているようですが，その後は大きな混乱は発生していません。
　知人に聞いたところ，民主的な選挙が始まってからほぼ毎回同じようなことが起こっているとのことで，
それだけ選挙に対する国民の関心が高いことを感じさせます。

� （インドネシア長期派遣専門家　廣田　桂）
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－編　集　後　記－

　ＩＣＤ ＮＥＷＳ８０号を最後までお読みいただき誠にありがとうございます。

　改めまして，本号に掲載された記事を御紹介したいと思います。

　巻頭言では，愛知県公立大学法人理事長・名古屋大学名誉教授の鮎京様から，「法整備
支援事始め―日本法教育研究センター・コンソーシアム設立に寄せて―」と題して，日本
における法整備支援の始まりについて御紹介いただきました。法整備支援が始まった当初
のことを知ることができ，まさに事始めを知ることができる大変興味深い内容となってお
ります。

　「外国法制・実務」では，ベトナム，カンボジア，ラオス及び中国における法制度等に
ついて，名古屋大学大学院研究科特任講師の玉垣様，各国の長期派遣専門家等から御紹介
いただいております。現地の支援活動を巡る実状を知ることができる貴重な記事ですので，
是非御覧ください。

　「活動報告」では，本年５月から同年７月までの間に当部が参加，実施したシンポジウ
ム，国際研修，共同研究等の活動の一部を御紹介しております。
　中でも，「法整備支援へのいざない」からは，シンポジウム当日の盛況さ，参加者の真
剣さ等が伝わってきます。今後，法整備支援に携わる人材が増え，活躍の場を広げていく
ことを願っております。
　また，国連アジア極東犯罪防止研修所教官から，「東ティモール矯正領域における活動
について」と題して，東ティモールに対する法制度整備支援の矯正領域での活動を御報告
いただきました。本活動は緒に就いたばかりとのことですが，東ティモール自体，２１世
紀最初の独立国家として歩み始めたばかりですので，多くの方に本記事を御覧いただき，
東ティモールへ関心を抱いていただきたいと感じました。
 
　「専門官の眼」では，豊田統括国際専門官から，「統括国際専門官の１日」と題した文
章を寄せていただきました。長年国際関係に携われている統括国際専門官らしい内容に
なっていると思いますので，是非関心を持ってお読みいただきたいと思います。また，前
号に掲載されました遠藤国際専門官による「国際専門官の平日」を参考にされたとのこと
ですので，是非前号記事も併せて御覧ください。

　最後になりましたが，御多用の折，御寄稿くださいました執筆者の皆様に厚く御礼申し
上げます。
　関係者の皆様におかれましては，今後とも更なる御協力を賜りますよう，何とぞよろし
くお願い申し上げます。

国際専門官　嵐　　文子
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巻頭言
    1	 法整備支援事始め―日本法教育研究センター・コンソーシアム設立に寄せて―
� 愛知県公立大学法人理事長　名古屋大学名誉教授　鮎京　正訓

外国法制・実務
    6	 ［ベトナム］ベトナム２０１５年刑法の概要等� ＪＩＣＡ長期派遣専門家　松尾　宣宏

  30	 ［ベトナム］２０１５年ベトナム民法「義務履行担保措置」制度の概要� ＪＩＣＡ長期派遣専門家　枝川　充志

  56	 �［カンボジア］カンボジアにおける仲裁評議会の現状―２０１６年労働組合法及び２０１８年	

労働職業訓練省令による影響を中心に―� 名古屋大学大学院研究科特任講師　玉垣正一郎

  78	 ［ラオス］ラオス民法典の概要（各論）� ＪＩＣＡ長期派遣専門家　入江　克典

  96	 ［ラオス］ラオス民事判決の改善（ラオス民事判決に関する調査）� ＪＩＣＡ長期派遣専門家　佐竹　　亮

� 国際協力部教官　鈴木　一子

146	 ［ラオス］ラオス刑事訴訟法（証拠法）研究―法制度整備支援における「運用支援」の一例の紹介―

� ＪＩＣＡ長期派遣専門家　伊藤　　淳

164	 ［中国］中国民法総則の制定について（３）� ＪＩＣＡ長期派遣専門家　白出　博之

活動報告
【会合】

200	 法整備支援へのいざない� 国際協力部教官　小谷ゆかり

【海外出張】

218	 ［東ティモール］東ティモール矯正領域における活動について� 国連アジア極東犯罪防止研修所教官　山本　麻奈

【国際研修・共同研究】

226	 ［ラオス］現行プロジェクト第３回ラオス法整備支援研修（刑事訴訟法における証拠法研究）

� 国際協力部教官　小島麻友子

234	 ［ミャンマー］第１６回ミャンマー法整備支援研修（立法過程）� 国際協力部教官　村田　邦行

� 同　小島麻友子

【講義・講演】

239	 � 国際専門官　嵐　　文子

【研修等実施履歴】

240	 � 国際専門官　嵐　　文子

【活動予定】

241	 � 国際専門官　嵐　　文子

専門官の眼
243	 統括国際専門官の１日� 統括国際専門官　豊田　安史

各国プロジェクトオフィスから
247� ベトナム長期派遣専門家　枝川　充志

� カンボジア長期派遣専門家　福岡　文恵

� ラオス長期派遣専門家　伊藤　　淳

	 � ミャンマー長期派遣専門家　岩井　具之

� インドネシア長期派遣専門家　廣田　　桂

編集後記
250	 � 国際専門官　嵐　　文子
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